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議案の提出について

議会１月定例会の議案を別冊のとおり提出いたします。

───────────────────────────────────────

○議長（浅野文直君）なお、監査委員報告２件について、お手元に配付いたしましたので、

ご了承願います。

〔巻末 ～ 頁参照〕

───────────────────────────────────────

○議長（浅野文直君）これより日程に従い、審議を行います。

日程第１、会期の決定を議題といたします。

おはかりいたします。

本定例会の会期は、本日から２月４日までの６日間といたしたいと思いますが、

ご異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（浅野文直君）ご異議がないと認めます。

よって、そのように決定いたしました。

────────────────────────────────────────

○議長（浅野文直君）次に、日程第２、議案第１号 神奈川県内広域水道企業団布設工事

監督者及び水道技術管理者の資格等に関する条例の一部を改正する条例ほか４件を議題

といたします。

議案の朗読は省略いたします。

〔巻末 ～ 頁参照〕

企業長の説明を求めます。

〔企業長、発言を求む〕

○議長（浅野文直君）城企業長。

○企業長（城博俊君）議員の皆様方におかれましては、大変お忙しい中、ご参集を賜りま

して、誠に有難うございます。心よりお礼申し上げます。

神奈川県内広域水道企業団議会定例会の開会にあたり、提出議案につきましてご説明

いたします。

まず、議案第１号「神奈川県内広域水道企業団布設工事監督者及び水道技術管理者の

資格等に関する条例の一部を改正する条例」につきましては、「生活衛生等関係行政の

機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過

措置に関する政令」の施行による「水道法施行令」の改正に伴い、布設工事監督者及び
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神奈川県内広域水道企業団議会

１月定例会議事日程（第１号）

令和７年１月３０日午後２時００分開議

第１ 会期の決定

第２ 議案第１号 神奈川県内広域水道企業団布設工事監督者及び水道技術管理者の資格

等に関する条例の一部を改正する条例

議案第２号 職員の分限に関する条例等の一部を改正する条例

議案第３号 一般職の任期付職員の採用等に関する条例等の一部を改正する条例

議案第４号 令和６年度神奈川県内広域水道企業団水道用水供給事業会計補正予算

（第１号）

議案第５号 令和７年度神奈川県内広域水道企業団水道用水供給事業会計予算

───────────────────────────────────────

〔事務局長報告〕

出席議員 議長共１０名

○議長（浅野文直君）このたび招集されました神奈川県内広域水道企業団議会１月定例会

を、これより開会いたします。

これより会議を開きます。

───────────────────────────────────────

○議長（浅野文直君）本定例会の会議録署名議員を、本職から指名いたします。

山 浦 英 太 君

春 孝 明 君

以上の両君にお願いいたします。

───────────────────────────────────────

○議長（浅野文直君）本職あて文書が提出されておりますので、職員に朗読させます。

〔事務局長朗読〕

───────────────────────────────────────

広域水総第１４４６号
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水道事業者におきましては、企業団からのバックアップを必要とする大きな工事が予定

されておらず、企業団からの供給水量の増量見込みが少ないためであります。

一方、これに対する収益的支出につきましては、前年度比２ １パーセント増の

４１７億２ ８５７万余円を予定しております。

その内訳は、生産活動に伴い発生する経常経費として、人件費と物件費等で、

２２８億７ ７９９万余円、減価償却費等で、１６８億５ ０１４万余円、支払利息等で

６億４ ０６０万余円でございます。

以上の結果、当年度損益は、前年度比１９ １パーセント減の３６億７３３万余円の

利益を見込んでおります。

次に、資本的収入につきましては、前年度比２ ５パーセント減の３５億２ ６４９万

余円を予定しております。

その内訳は、建設改良の財源となります企業債として、前年度比４ ９パーセント減

の３４億４ ０００万円のほか、国庫補助金８ ４９９万余円などを予定しております。

一方、これに対する資本的支出につきましては、前年度比７ ３パーセント減の

２１０億７ ２１０万余円を予定しております。

内訳は、一般建設改良費として、１０６億８ ５５９万余円、企業債償還金として、

１０１億６ ０９３万余円、投資有価証券購入費として２億円などでございます。

この結果、資本的収支において、差し引き１７５億４ ５６１万円の収入不足が見込

まれますが、損益勘定留保資金等をもって、補填することとしております。

なお、累積資金残高につきましては、前年度比約２億５千万円増の１１７億

６ １７３万余円となる見込みであります。

また、企業債につきましては順調に償還が進んでおり、残高は前年度比約６７億円減

の約４３１億円と見込んでおります。

令和７年度予算の概要につきましては以上のとおりですが、５事業者による再構築

事業の進展に伴い、令和９年度以降、浄水場の増強や管路整備などが本格化し、多額の

施設整備費が必要となります。

加えて、企業団創設当初の施設、管路も老朽化が進んでおり、修繕、更新などを着実

に実施していかなければなりません。従いまして、引き続き業務の効率化やコスト縮減

に努めるとともに、今後増加する施設整備の財源確保に向けて、中長期的視点に立った

財政運営に努めてまいります。

最後になりますが、こうした状況の中で、国庫補助の導入は、極めて重要だと考えて

おり、昨年９月に企業団議会及び構成団体議会が連携して、国に対し再構築事業に対す
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水道技術管理者の資格要件を改めるため所要の改正を行うものであります。

次に、議案第２号「職員の分限に関する条例等の一部を改正する条例」につきまして

は、刑法等の改正により、拘禁刑が創設されたことに伴い、関連する諸条例における

「懲役」・「禁錮」の規定を「拘禁刑」に改めるため所要の改正を行うものであります。

次に、議案第３号「一般職の任期付職員の採用等に関する条例等の一部を改正する

条例」につきましては、「一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律」の

改正に伴い、特定任期付職員の業績手当を廃止し、あらたに勤勉手当を支給するなどの

ため所要の改正を行うものであります。

次に、議案第４号「令和６年度神奈川県内広域水道企業団水道用水供給事業会計補正

予算（第１号）」につきましては、国の令和６年度補正予算が成立したことから、

当企業団の管路の更新事業及び浄水場排水処理施設の耐震化事業の実施にあたり、国庫

補助金の活用を図るため、あらたに債務負担行為を設定するものであります。

最後に、議案第５号「令和７年度神奈川県内広域水道企業団水道用水供給事業会計

予算」でございます。

令和７年度は、企業団の長期計画である「かながわ広域水道ビジョン」を実現する

ための「実施計画」の最終年度であり、計画目標を達成できるよう、各事業を着実に

推進するための予算を編成いたしました。

令和７年度の重点取組みは、（ ）５事業者による水道施設の再構築に必要となる

工事の着手に向けた準備や上流水利権の優先活用、施設の計画的な修繕・更新。

（ ）施設の地震対策、浸水対策、停電対策などの危機管理対策。（ ）今後の事業展開

を見据えた人材育成、官民連携やＤＸ推進といった経営基盤の強化でございまして、

これらの取組みに重点的に予算を配分したところでございます。

その予算の概要でございますが、まず、予算の規模といたしましては、６２８億

６７万余円であり、対前年度当初予算比では、１ ２パーセントの減となっております。

まず、収益的収入につきましては、その大宗を占める給水収益は、４２５億

３ ４３２万余円、総額では、前年度比微増の４６２億５，４２４万余円を予定して

おります。

なお、給水収益の基礎となります、構成団体水道事業者に対する年間予定供給水量で

ございますが、前年度比１ ２パーセント減の４億８，５２４万余立方メートルを予定

しております。

予定供給水量減少の要因といたしましては、各構成団体水道事業者の水需要が減少

傾向にあるほか、西谷浄水場再整備事業を実施中である横浜市を除き、他の構成団体
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２月４日議会運営委員会終了後、再開、引き続き審議を行います。

本日はこれにて散会をいたします。ありがとうございました。

午後２時１５分 散会
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令和 年 月 日

上記条例案を神奈川県内広域水道企業団議会会議規則第１４条第２項の規定により、

別紙のとおり提出いたします。

─────────────────────────────────────────

○議長（浅野文直君）なお、監査委員報告１件をお手元に配布いたしておりますので、

ご了承願います。

〔巻末 ～ 頁参照〕

─────────────────────────────────────────

○議長（浅野文直君）これより日程に従い、審議を行います。

日程第１、議案第１号 神奈川県内広域水道企業団布設工事監督者及び水道技術管理

者の資格等に関する条例の一部を改正する条例ほか４件を一括して議題といたします。

───────────────────────────────────────

○議長（浅野文直君）広域水道常任委員会から審査結果報告書が提出されておりますので、

職員に朗読させます。

〔事務局長朗読〕

───────────────────────────────────────

令和７年２月４日

神奈川県内広域水道企業団議会

議長 浅 野 文 直 様

広域水道常任委員会

委員長 渡邊 忠則

広域水道常任委員会審査結果報告書

本委員会に付託の議案第１号ほか４件については、審査の結果、次のとおり決定した

ので、会議規則第７２条の規定により報告します。

議案第１号
神奈川県内広域水道企業団布設工事監督者及び水道技

術管理者の資格等に関する条例の一部を改正する条例

原案のとおり

可決すべきもの

議案第２号 職員の分限に関する条例等の一部を改正する条例
原案のとおり

可決すべきもの

議案第３号
一般職の任期付職員の採用等に関する条例等の一部を

改正する条例

原案のとおり

可決すべきもの

令和 年 月 日

神奈川県内広域水道企業団議会

１月定例会議事日程（第２号）

令和７年２月４日

第１ 議案第１号 神奈川県内広域水道企業団布設工事監督者及び水道技術管理者の資格

等に関する条例の一部を改正する条例

議案第２号 職員の分限に関する条例等の一部を改正する条例

議案第３号 一般職の任期付職員の採用等に関する条例等の一部を改正する条例

議案第４号 令和６年度神奈川県内広域水道企業団水道用水供給事業会計補正予算

（第１号）

議案第５号 令和７年度神奈川県内広域水道企業団水道用水供給事業会計予算

第２ 委員会提出議案第１号
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第３ 委員会の閉会中の継続調査

───────────────────────────────────────

〔事務局長報告〕

出席議員 議長共１１名
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────────────────────────────────────────

○議長（浅野文直君）本職あて文書が提出されておりますので、職員に朗読させます。

〔事務局長朗読〕

───────────────────────────────────────
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委 員 長 押本 吉司
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令和 年 月 日

６ サイバーセキュリティ対策と効果測定及びサイバー攻撃に対する職員訓練について

それぞれ当局の見解を聴取し、

１ 取水施設の事故リスクの軽減を図るためにも、上流取水の拡大について、関係機関と

の合意形成に積極的に努め、可能な限り早期に実現していただきたい旨

２ 企業団が今後実施する管路の工事においても、事故の発生が無いよう慎重に進めて

いただきたい旨

３ サイバー攻撃に対する昼夜を問わない監視体制の構築と職員訓練をしっかりと実施し

ていただきたい旨

それぞれ要望を行い、熱心に検討を加え、審査に慎重を期したものであります。

審査の状況は、以上、申し上げたとおりでありますが、広域水道常任委員会といたしま

しては、審査結果報告書のとおり、議案第１号について「原案のとおり可決すべきもの」、

議案第２号について「原案のとおり可決すべきもの」、議案第３号について「原案のとお

り可決すべきもの」、議案第４号について「原案のとおり可決すべきもの」、議案第５号

について「原案のとおり可決すべきもの」と、それぞれ決定した次第であります。

以上で、私の口頭報告を終わります。

───────────────────────────────────────

○議長（浅野文直君）これより討論に入るところですが、ただいまのところ通告がありま

せんので、討論なしと認めます。

───────────────────────────────────────

○議長（浅野文直君）これより日程第１について採決いたします。

採決は一括して行います。

日程第１、議案第１号 神奈川県内広域水道企業団布設工事監督者及び水道技術

管理者の資格等に関する条例の一部を改正する条例ほか４件について、広域水道常任

委員会の報告どおり、原案に賛成の方はご起立願います

〔総員起立〕

○議長（浅野文直君）総員起立であります。よって、原案のとおり決定いたしました。

───────────────────────────────────────

○議長（浅野文直君）次に、日程第２、委員会提出議案第１号 神奈川県内広域水道企業

団議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたしま

す。議案の朗読は省略いたします。

〔巻末 、 頁参照〕

令和 年 月 日

議案第４号
令和６年度神奈川県内広域水道企業団水道用水供給事

業会計補正予算（第１号）

原案のとおり

可決すべきもの

議案第５号
令和７年度神奈川県内広域水道企業団水道用水供給事

業会計予算

原案のとおり

可決すべきもの

──────────────────────────────────────

○議長（浅野文直君）広域水道常任委員会委員長の報告を求めます。

〔常任委員会委員長、発言を求む〕

○議長（浅野文直君）渡邊忠則君。

───────────────────────────────────────

○広域水道常任委員会委員長（渡邊忠則君）ただいまから、広域水道常任委員会の審査の

経過及び結果について、ご報告申し上げます。

当委員会は、１月３０日の本会議において、議案第１号 神奈川県内広域水道企業団

布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する条例の一部を改正する条例、

議案第２号 職員の分限に関する条例等の一部を改正する条例、議案第３号 一般職の

任期付職員の採用等に関する条例等の一部を改正する条例、議案第４号 令和６年度

神奈川県内広域水道企業団水道用水供給事業会計補正予算（第１号）、議案第５号

令和７年度神奈川県内広域水道企業団水道用水供給事業会計予算について、審査の付託を

受けたものであります。

委員会は、１月３０日及び２月４日の２日間にわたって開催し、当局の出席を求め、

議案第１号ほか４件について、関係提出書類をもとに説明を聴取した後、検討を加え審査

を行いました。

審査の過程におきましては、

１ 企業団の取水堰における施設事故に対するリスク分散について

２ 沼本地点における取水量の拡大及び上流取水に伴う施設整備の必要性について

３ 多様なリスクへの対応強化の取組み及び脱炭素化に向けた取組みに係る令和７年度

予算の計上理由について

４ 特定任期付職員の区分と人数及び事業量に対する職員数の過不足について

５ 埼玉県で発生した道路陥没事故を踏まえ、企業団において実施する類似の工事での

対応について
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議案第５号 令和７年度神奈川県内広域水道企業団用水供給事業会計予算 ……

２ 委員会提出議案

議案第１号 神奈川県内広域水道企業団議会の個人情報の保護に関する条例の

一部を改正する条例 …………………………………………………

３ 諸 報 告

監査委員報告

例月出納検査の結果について（令和６年 月分） …………………………………

同 （令和６年 月分） …………………………………

同 （令和６年 月分） …………………………………

閉会中継続調査申出書（広域水道常任委員会） ………………………………………

閉会中継続調査申出書（議会運営委員会） ……………………………………………

令和 年 月 日

○議長（浅野文直君）おはかりいたします。日程第２につきましては、この程度で採決い

たしたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（浅野文直君）ご異議がないものと認めます。

よって、採決いたします。

──────────────────────────────────────────

○議長（浅野文直君）日程第２、委員会提出議案第１号 神奈川県内広域水道企業団議会

の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例について、原案に賛成の方は

ご起立願います

〔総員起立〕

○議長（浅野文直君）総員起立であります。よって、原案のとおり決定いたしました。

─────────────────────────────────────────

○議長（浅野文直君）次に、日程第３、委員会の閉会中の継続調査についてを議題といた

します。

おはかりいたします。

日程第３につきましては、お手元に配付いたしました広域水道常任委員会及び議会

運営委員会の申し出どおり、今後、議会閉会中も引き続き調査を願うことにしたいと

思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（浅野文直君）ご異議がないと認めます。

よって、そのように決定いたしました。

〔巻末 、 頁参照〕

───────────────────────────────────────

○議長（浅野文直君）以上で、全日程を終了いたしましたので、会議を閉じます。

会議の結果につきましては、本職から関係方面に手続いたします。

これをもちまして、神奈川県内広域水道企業団議会１月定例会を閉会いたします。

まことにご苦労さまでした。

午後２時４５分 閉会
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議案第１号

神奈川県内広域水道企業団布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に

関する条例の一部を改正する条例

神奈川県内広域水道企業団布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関す

る条例 平成２５年神奈川県内広域水道企業団条例第１号 の一部を次のように改

正する。

改 正 後 改 正 前

布設工事監督者の資格 布設工事監督者の資格

第 条 法第 条において準用する法第 条第

項に規定する条例で定める資格は、次のとお

りとする。

第 条 法第 条において準用する法第 条第

項に規定する条例で定める資格は、次のとお

りとする。

学校教育法 昭和 年法律第 号 によ

る大学 短期大学を除く。以下同じ。 にお

いて土木工学科又はこれに相当する課程を

修めて卒業した後、 年以上水道、工業用水

道、下水道、道路又は河川（以下この項に

おいて「水道等」という。）に関する技術

上の実務に従事した経験を有する者（ 年

月以上水道に関する技術上の実務に従事し

た経験を有する者に限る。）

学校教育法 昭和 年法律第 号 によ

る大学 短期大学を除く。以下同じ。 の土

木工学科又はこれに相当する課程において

衛生工学又は水道工学に関する学科目を修

めて卒業した後、 年以上水道に関する技術

上の実務に従事した経験を有する者

学校教育法による大学において機械工

学科若しくは電気工学科又はこれに相当す

る課程を修めて卒業した後、 年以上水道等

に関する技術上の実務に従事した経験を有

する者（ 年以上水道に関する技術上の実務

に従事した経験を有する者に限る。）

学校教育法による大学の土木工学科又

はこれに相当する課程において衛生工学及

び水道工学に関する学科目以外の学科目を

修めて卒業した後、 年以上水道に関する技

術上の実務に従事した経験を有する者

学校教育法による短期大学 同法による

専門職大学の前期課程を含む。 又は高等専

門学校（次号において「短期大学等」とい

学校教育法による短期大学 同法による

専門職大学の前期課程を含む。 又は高等専

門学校において土木科又はこれに相当する

１　企業長提出議案
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う。）において土木科又はこれに相当する

課程を修めて卒業した後 同法による専門

職大学の前期課程にあっては、修了した後。

次号において同じ。 、 年以上水道等に関

する技術上の実務に従事した経験を有する

者（ 年 月以上水道に関する技術上の実務

に従事した経験を有する者に限る。）

課程を修めて卒業した後 同法による専門

職大学の前期課程にあっては、修了した

後 、 年以上水道に関する技術上の実務に

従事した経験を有する者

短期大学等において機械科若しくは電

気科又はこれらに相当する課程を修めて卒

業した後、 年以上水道等に関する技術上の

実務に従事した経験を有する者 年以上水

道に関する技術上の実務に従事した経験を

有する者に限る。

学校教育法による高等学校又は中等教

育学校（次号において「高等学校等」とい

う。）において土木科又はこれに相当する

課程を修めて卒業した後、 年以上水道等に

関する技術上の実務に従事した経験を有す

る者（ 年 月以上水道に関する技術上の実

務に従事した経験を有する者に限る。）

学校教育法による高等学校又は中等教

育学校において土木科又はこれに相当する

課程を修めて卒業した後、 年以上水道に関

する技術上の実務に従事した経験を有する

者

高等学校等において機械科若しくは電

気科又はこれらに相当する課程を修めて卒

業した後、 年以上水道等に関する技術上の

実務に従事した経験を有する者 年以上水

道に関する技術上の実務に従事した経験を

有する者に限る。

年以上水道等の工事に関する技術上

の実務に従事した経験を有する者 年以上

水道の工事に関する技術上の実務に従事し

た経験を有する者に限る。

年以上水道の工事に関する技術上の

実務に従事した経験を有する者

略 略

水道技術管理者の資格 水道技術管理者の資格

第 条 法第 条において準用する法第 条第

項に規定する条例で定める資格は、次のとお

りとする。

第 条 法第 条において準用する法第 条第

項に規定する条例で定める資格は、次のとお

りとする。
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前条第 号、第 号又は第 号に規定する

学校において土木工学科若しくは土木科又

はこれらに相当する課程を修めて卒業した

後 学校教育法による専門職大学の前期課

程にあっては、修了した後 、同条第 号に

規定する学校を卒業した者については 年

以上、同条第 号に規定する学校を卒業した

者 同法による専門職大学の前期課程にあ

っては、修了した者 については 年以上、

同条第 号に規定する学校を卒業した者に

ついては 年以上水道に関する技術上の実

務に従事した経験を有する者

前条の規定により水道の布設工事監督

者たる資格を有する者

前条第 号、第 号又は第 号に規定する

学校において工学、理学、農学、医学若し

くは薬学の課程又はこれらに相当する課程

（土木工学科及び土木科並びにこれらに相

当する課程を除く。）を修めて卒業した後

学校教育法による専門職大学の前期課程

にあっては、修了した後 、同条第 号に規

定する学校を卒業した者については 年以

上、同条第 号に規定する学校を卒業した者

同法による専門職大学の前期課程にあっ

ては、修了した者 については 年以上、同

条第 号に規定する学校を卒業した者につ

いては 年以上水道に関する技術上の実務

に従事した経験を有する者

前条第 号、第 号及び第 号に規定する

学校において土木工学以外の工学、理学、

農学、医学若しくは薬学に関する学科目又

はこれらに相当する学科目を修めて卒業し

た後 学校教育法による専門職大学の前期

課程にあっては、修了した後 、同条第 号

に規定する学校を卒業した者については

年以上、同条第 号に規定する学校を卒業し

た者 同法による専門職大学の前期課程に

あっては、修了した者 については 年以上、

同条第 号に規定する学校を卒業した者に

ついては 年以上水道に関する技術上の実

務に従事した経験を有する者

（略） （略）

企業長が別に定めるところにより、前

号に掲げる者と同等以上の技能を有すると

認められる者

企業長が別に定めるところにより、前

号に掲げる者と同等以上の技能を有すると

認められる者

附 則

この条例は、令和７年４月１日から施行する。

令和７年１月３０日提出
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神奈川県内広域水道企業団

企業長 城 博 俊

（提案理由）

「生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に

伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令」の施行による水道法施行令の改

正に伴い、布設工事監督者及び水道技術管理者の資格に係る規定を改めるため、所

要の改正をするものである。
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議案第２号

職員の分限に関する条例等の一部を改正する条例

（職員の分限に関する条例の一部改正）

第１条 職員の分限に関する条例 昭和４４年神奈川県内広域水道企業団条例第６

号 の一部を次のように改正する。

改 正 後 改 正 前

失職の例外 失職の例外

第 条 任命権者は、拘禁刑以上の刑に処せら

れ、その刑の執行を猶予された職員のうち、

その刑に係る罪を過失により犯した者につい

ては、情状を考慮して特に必要と認めたとき

は、その職を失わないものとすることができ

る。

第 条 任命権者は、禁こ以上の刑に処せられ、

その刑の執行を猶予された職員のうち、その

刑に係る罪を過失により犯した者について

は、情状を考慮して特に必要と認めたときは、

その職を失わないものとすることができる。

略 略

（神奈川県内広域水道企業団情報公開条例の一部改正）

第２条 神奈川県内広域水道企業団情報公開条例 平成１５年神奈川県内広域水道企

業団条例第１号 の一部を次のように改正する。

改 正 後 改 正 前

罰則 罰則

第 条 第 条第 項の規定に違反して秘密を

漏らした者は、 年以下の拘禁刑又は 万円以

下の罰金に処する。

第 条 第 条第 項の規定に違反して秘密を

漏らした者は、 年以下の懲役又は 万円以下

の罰金に処する。

（神奈川県内広域水道企業団個人情報保護法施行条例の一部改正）
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第３条 神奈川県内広域水道企業団個人情報保護法施行条例 令和５年神奈川県内広

域水道企業団条例第２号 の一部を次のように改正する。

改 正 後 改 正 前

附 則 附 則

経過措置 経過措置

次に掲げる者が、正当な理由がないのに、附

則第 項の規定の施行前において旧実施機関

が保有していた個人の秘密に属する事項が記

録された公文書 旧条例第 条第 号に規定す

る保有個人情報 以下「旧保有個人情報」とい

う。 を含む情報の集合物であって、一定の事

務の目的を達成するために特定の旧保有個人

情報を電子計算機を用いて検索することがで

きるように体系的に構成したもの その全部

又は一部を複製し、又は加工したものを含

む。 に限る。 を附則第 項の規定の施行後に

提供したときは、 年以下の拘禁刑又は 万

円以下の罰金に処する。

次に掲げる者が、正当な理由がないのに、附

則第 項の規定の施行前において旧実施機関

が保有していた個人の秘密に属する事項が記

録された公文書 旧条例第 条第 号に規定す

る保有個人情報 以下「旧保有個人情報」とい

う。 を含む情報の集合物であって、一定の事

務の目的を達成するために特定の旧保有個人

情報を電子計算機を用いて検索することがで

きるように体系的に構成したもの その全部

又は一部を複製し、又は加工したものを含

む。 に限る。 を附則第 項の規定の施行後に

提供したときは、 年以下の懲役又は 万円

以下の罰金に処する。

・ 略 ・ 略

前項各号に掲げる者が、その業務に関して知

り得た附則第 項の規定の施行前において旧

実施機関が保有していた旧保有個人情報を同

項の規定の施行後に自己若しくは第三者の不

正な利益を図る目的で提供し、又は盗用した

ときは、 年以下の拘禁刑又は 万円以下の罰

金に処する。

前項各号に掲げる者が、その業務に関して知

り得た附則第 項の規定の施行前において旧

実施機関が保有していた旧保有個人情報を同

項の規定の施行後に自己若しくは第三者の不

正な利益を図る目的で提供し、又は盗用した

ときは、 年以下の懲役又は 万円以下の罰金

に処する。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和７年６月１日から施行する。

（罰則の適用等に関する経過措置）

２ この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

３ この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によ
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ることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規

定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑

法等の一部を改正する法律（令和四年法律第六十七号）第二条の規定による改正前

の刑法（明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。）第

十二条に規定する懲役（以下「懲役」という。）（有期のものに限る。以下この項

において同じ。）、旧刑法第十三条に規定する禁錮（以下「禁錮」という。）（有

期のものに限る。以下この項において同じ。）又は旧刑法第十六条に規定する拘留

（以下「旧拘留」という。）が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれ

ぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同

じくする拘留とする。

（人の資格に関する経過措置）

４ 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によ

ることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規

定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘

禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑

期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくす

る旧拘留に処せられた者とみなす。

令和７年１月３０日提出

神奈川県内広域水道企業団

企業長 城 博 俊

（提案理由）

刑法の改正（令和４年法律第６７号）に伴い、罰則に関する規定を改めるため、

関係条例を改正するものである。
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議案第３号

一般職の任期付職員の採用等に関する条例等の一部を改正する条例

（一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正）

第１条 一般職の任期付職員の採用等に関する条例 令和３年神奈川県内広域水道企

業団条例第２号 の一部を次のように改正する。

改 正 後 改 正 前

特定任期付職員の給与の特例 特定任期付職員の給与の特例

第 条 第 条 企業長は、特定任期付職員のうち、特に

顕著な業績を挙げたと認められる職員には、

その給料月額に相当する額を特定任期付職員

業績手当として支給することができる。

職員の給与の種類及び基準に関する条例 昭

和 年神奈川県内広域水道企業団条例第 号

第 条第 項に規定する手当のうち、扶養手当、

住居手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜

間勤務手当及び管理職手当については、特定任

期付職員には、適用しない。

職員の給与の種類及び基準に関する条例 昭

和 年神奈川県内広域水道企業団条例第 号

第 条第 項に規定する手当のうち、扶養手当、

住居手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、

夜間勤務手当、管理職手当及び勤勉手当につ

いては、特定任期付職員には、適用しない。

（職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正）

第２条 職員の給与の種類及び基準に関する条例 昭和４４年神奈川県内広域水道企

業団条例第４号 の一部を次のように改正する。

改 正 後 改 正 前

給与の種類 給与の種類

第 条 略 第 条 略
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前項の手当は、扶養手当、地域手当、住居手

当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手

当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手

当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期

末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

前項の手当は、扶養手当、地域手当、住居手

当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手

当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手

当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期

末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当

及び退職手当とする。

附 則

この条例は、令和７年４月１日から施行する。

令和７年１月３０日提出

神奈川県内広域水道企業団

企業長 城 博 俊

（提案理由）

一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の改正に伴い、特定任期

付職員業績手当を廃止し、新たに勤勉手当を支給するため、所要の改正をするもの

である。
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 （総　則）

は、次に定めるところによる。

 （債務負担行為）

とおり補正する。

（債務負担行為の補正）

令和７年１月３０日提出

令和７年度から
令和１０年度まで

限度額

令和７年度から
令和１３年度まで

21,470,000

神奈川県内広域水道企業団

　企業長　　　城　　　博 　俊

債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額のうち、期間及び限度額を次の

補正前 補正後

9,506,000

期間

（単位　千円）

施設更新等整備事業

事　 　項
限度額期間

第１条 令和６年度神奈川県内広域水道企業団水道用水供給事業会計補正予算（第１号）

第２条 令和６年度神奈川県内広域水道企業団水道用水供給事業会計予算第５条に定めた

議案第４号

令和６年度神奈川県内広域水道企業団

水道用水供給事業会計補正予算（第１号）
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 （総　則）

るところによる。

 （業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

（１） 神奈川県、横浜市、川崎市及び横須賀市

（２）

（３）

（４）

ア

 （収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

千円

千円

千円

千円

千円

千円

 （資本的収入及び支出）

一日平均供給量 1,329,443 立方メートル

主要な建設事業

施 設 更 新 等 整備 事業    取水施設、導水施設、浄水施設及び送水施設の施設

議案第５号

令令和和７７年年度度神神奈奈川川県県内内広広域域水水道道企企業業団団

水水 道道 用用 水水 供供 給給 事事 業業 会会 計計 予予 算算

第１条 令和７年度神奈川県内広域水道企業団水道用水供給事業会計の予算は、次に定め

用 水 供 給 先

年 間 総 供 給 量 485,246,600 立方メートル

第 ２ 項 営 業 外 収 益 3,649,489

更新等の工事

収　　　　　　　　　　　　　　　入

第 １ 款 用 水 供 給 事 業 収 益 46,254,247

第 １ 項 営 業 収 益 42,604,758

第 ２ 項 営 業 外 費 用 2,012,519

支　 　出

第 １ 款 用 水 供 給 事 業 費 用 41,728,574

第 １ 項 営 業 費 用 39,716,055

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出

額に対し不足する額17,545,610千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支

調整額918,342千円、当年度分損益勘定留保資金13,269,638千円及び建設改良積立金

3,357,630千円で補てんするものとする。）。



12� 朗読を省略した文書（企業長提出議案）

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

 （債務負担行為）

第５条　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

 （企業債）

第６条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

 （一時借入金）

第７条　一時借入金の限度額は、5,000,000千円と定める。

千円
資 本 的 収 入

第 １ 項 企 業 債 3,440,000

収　 　入

第 ２ 項 補 助 金 84,994

第 １ 款
用 水 供 給 事 業

3,526,494

第 ３ 項 そ の 他 資 本 的 収 入 1,500

支　 　出

第 １ 款
用 水 供 給 事 業

21,072,104 千円
資 本 的 支 出

第 ３ 項 投資有価証券購入費 200,000

第 ４ 項 企 業 債 償 還 金 10,160,938

第 １ 項 受 託 建 設 費 1,500

第 ２ 項 一 般 建 設 改 良 費 10,685,597

事　 　項  期　 　間 限度額（千円）

施 設 更 新 等 整 備 事 業 令和８年度から令和１８年度まで 25,444,000

第 ５ 項 国 庫 補 助 金 返 還 金 24,069

  普通貸借又は証券発行の方
法による。
  起債の時期は当該年度とす
る。ただし、事業の進ちょく
又は財政その他の都合により
一部を翌年度へ繰り越して起
債することができる。

年5.0%
 以内

　公的資金についてはそ
の融通条件により、銀行
その他の場合は40年以内
に償還する。ただし、財
政の都合により償還期間
を短縮し、又は本条に定
める条件の範囲内で借換
えをすることができる。

施 設 更 新 等
3,440,000

整 備 事 業

水 道 施 設 維 持 管 理 令和８年度から令和３３年度まで 9,242,000

起債の目的 限度額(千円） 起債の方法 利率 償還の方法
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 （予定支出の各項の経費の金額の流用）

（１）

　　の流用

（２）

　間の流用

神奈川県内広域水道企業団

企業長　　　城　　　博 　俊

令和７年１月３０日提出

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間

企業債償還金に不足が生じた場合における一般建設改良費及び企業債償還金の
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２　委員会提出議案
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３　諸　報　告
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神奈川県内広域水道企業団議会

地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。

議 長 浅 野 文 直

議 員 山 浦 英 太

同 春 孝 明
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